
生
果
実
の
中
心
部
の
温
度

期

間

摂
氏
一
・
〇
度

十
六
日
間

摂
氏
二
・
一
度

十
八
日
間

摂
氏
三
・
一
度

二
十
日
間

生
果
実
の
中
心
部
の
温
度

期

間

摂
氏
一
・
〇
度

十
四
日
間

摂
氏
二
・
一
度

十
六
日
間

摂
氏
三
・
一
度

十
八
日
間

平成˜ 年 月™—日 木曜日 第›��™号官 報

「
年
三
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
年
三
・
〇
五
パ
ー

セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
の
施
行
前
に
成
立
し
て
い
る
中
小
漁
業
融
資

保
証
法
第
三
章
第
一
節
の
規
定
に
よ
る
保
険
関
係
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

六
の
^

の
イ
中
「
生
果
実
の
中
心
部
が
一
・
〇
度
に

な
っ
た
後
引
き
続
き
十
四
日
間
そ
の
温
度
で
」
を
「
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
生
果
実
の
中
心
部
の
温
度
の
い
ず
れ

か
と
な
っ
た
後
引
き
続
き
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め

る
期
間
そ
の
温
度
以
下
で
」
に
改
め
、
同
イ
に
次
の
表
を

加
え
る
。

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
百
四
十
九
号

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第

七
十
三
号
）
別
表
二
の
付
表
第
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
平

成
十
七
年
一
月
十
四
日
農
林
水
産
省
告
示
第
七
十
号

（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
産
カ
ン
キ
ツ
属
植
物
の
生
果
実

に
係
る
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
定
め
る
件
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
日

農
林
水
産
大
臣

若
林

正
俊

六
の
^

の
ア
中
「
生
果
実
の
中
心
部
が
一
・
〇
度
に

な
っ
た
後
引
き
続
き
十
六
日
間
そ
の
温
度
で
」
を
「
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
生
果
実
の
中
心
部
の
温
度
の
い
ず
れ

か
と
な
っ
た
後
引
き
続
き
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め

る
期
間
そ
の
温
度
以
下
で
」
に
改
め
、
同
ア
に
次
の
表
を

加
え
る
。

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
百
五
十
号

農
業
近
代
化
資
金
融
通
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二

百
二
号
）
第
二
条
第
三
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
平

成
十
四
年
六
月
二
十
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
百
八
十

二
号
（
農
業
近
代
化
資
金
融
通
法
第
二
条
第
三
項
第
四
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
同
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
利

率
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
日

農
林
水
産
大
臣

若
林

正
俊

「
年
二
分
」
を
「
年
一
分
八
厘
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
の
施
行
前
に
貸
し
付
け
ら
れ
た
農
業
近
代
化

資
金
に
つ
い
て
の
農
業
近
代
化
資
金
融
通
法
第
二
条
第
三

項
第
四
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
利
率
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
百
十
一
号

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
り
、
同
条
の
土
地
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の

で
、
砂
防
法
施
行
規
程
（
明
治
三
十
年
勅
令
第
三
百
八
十

二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
日

国
土
交
通
大
臣

冬
柴

鐵
三

一

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

熊
沢
川

二

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
二
号

ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
十
二
号
を
結

ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域
（
昭
和
三
十
六
年
建

設
省
告
示
第
二
千
六
百
七
十
一
号
で
指
定
し
た
土
地
の

区
域
を
除
く
。）

秋
田
県
鹿
角
市
八
幡
平

字
熊
沢
外
８
国
有
林

三
一
三
〇
林
班

い
小
班

一
号
か
ら
五
号
ま
で

三
一
四
四
林
班

も
小
班

六
号
か
ら
十
二
号
ま
で

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
百
十
三
号

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
り
、
同
条
の
土
地
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の

で
、
砂
防
法
施
行
規
程
（
明
治
三
十
年
勅
令
第
三
百
八
十

二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
日

国
土
交
通
大
臣

冬
柴

鐵
三

一

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

中
尾
川

二

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
八
号
ま

で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
八
号
を
結
ん
だ

線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省

告
示
第
百
七
十
四
号
で
指
定
し
た
土
地
の
区
域
を
除

く
。）

高
知
県
室
戸
市
佐
喜
浜
町

字
下
中
尾

五
三
五
八
番
一

一
号
及
び
二
号

五
三
五
四
番
二

三
号

五
三
五
七
番
一

四
号

字
甫
木
山
上

五
三
七
四
番
ニ

五
号

五
三
七
三
番
二

六
号
か
ら
八
号
ま
で

〇
北
陸
地
方
整
備
局
告
示
第
百
二
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計

画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
日

北
陸
地
方
整
備
局
長

須
野
原

豊

一

施
行
者
の
名
称

新
潟
県

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

昭
和
五
十
六
年

建
設
省
告
示
第
四
百
二
十
八
号
長
岡
都
市
計
画
、
小
千

谷
都
市
計
画
及
び
川
口
都
市
計
画
下
水
道
事
業
信
濃
川

下
流
流
域
下
水
道
（
長
岡
処
理
区
）

三

事
業
施
行
期
間

自
昭
和
五
十
六
年
三
月
十
日
至
平

成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

〇
四
国
地
方
整
備
局
告
示
第
七
十
四
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
九
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
日

四
国
地
方
整
備
局
長

北
橋

建
治

^

道
路
の
種
類

一
般
国
道

_

路

線

名

三
十
二
号
及
び
三
百
十
九
号

`

道
路
の
区
域

区

間

変
更
前

後
別

敷

地

の

幅

員

延

長

メ
ー
ト
ル

キ
ロ
メ
ー
ト
ル

香
川
県
仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
追
上
字
三
反
地
二
三
〇
番
四

六
か
ら
同
町
追
上
字
三
反
地
二
三
〇
番
四
五
ま
で

前後

一
一
・
八
八
〜
一
二
・
一
四

一
一
・
八
八
〜
一
六
・
三
〇

〇
・
〇
二
一

〇
・
〇
二
一

a

図
面
縦
覧
場
所

四
国
地
方
整
備
局
及
び
同
局
香
川
河
川
国
道
事
務
所

〇
四
国
地
方
整
備
局
告
示
第
七
十
五
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
九
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
日

四
国
地
方
整
備
局
長

北
橋

建
治

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

図

面

縦

覧

場

所

三
十
二
号
及
び

三
百
十
九
号

香
川
県
仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
追
上
字
三
反
地
二
三
〇
番
四
六
か

ら
同
町
追
上
字
三
反
地
二
三
〇
番
四
五
ま
で

四
国
地
方
整
備
局
及
び
同
局
香

川
河
川
国
道
事
務
所

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
九
年
九
月
二
十
日

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
百
十
二
号

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
り
、
同
条
の
土
地
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の

で
、
砂
防
法
施
行
規
程
（
明
治
三
十
年
勅
令
第
三
百
八
十

二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
日

国
土
交
通
大
臣

冬
柴

鐵
三

一

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

お
く
の
く
谷

二

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
七
号

ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
十
七
号
を
結

ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

滋
賀
県
米
原
市
甲
津
原

字
井
戸

一
七
五
九
番

一
号

一
七
六
一
番

二
号

五
八
九
番

三
号

五
八
八
番
一

四
号

五
八
〇
番

五
号

一
七
六
三
番

十
七
号

字
東
山

一
一
三
九
番

六
号

一
一
三
八
番

七
号
か
ら
十
号
ま
で

一
一
三
四
番

十
一
号

一
一
三
三
番

十
二
号
か
ら
十
五
号
ま
で

一
一
三
二
番

十
六
号

˜˜
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